
住民基本台帳ネットワークシステム
の概要及び利用状況等について

資料１
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行政機関(国・地方公共団体等)
・年金等の支給事務
・資格試験の実施事務
（司法試験、不動産鑑定士等）

CS
既存住基
システム

【既存住基保有情報】
４情報（氏名・住所・生年月日・性別）、
世帯情報、戸籍、住民となった日、
住民票コード、マイナンバーカード 等

《市町村》 《都道府県ネットワーク》 《全国ネットワーク》

全国サーバ
（J-LISのサーバ）

Ａ県のサーバ

Ｂ県のサーバ

既存住基
システム

CS

○ 住民基本台帳法に基づき、住民の利便性の増進と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民基本台帳
をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムを構築。
➢ 市町村は都道府県に、都道府県は地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に本人確認情報※ を送信
➢ 本人確認情報の提供先及び利用可能事務は法律又は条例で限定

➡ 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット）は市町村と都道府県が連携して構築しているシステム
○ また、住民の転出入があった場合等に、関係する情報を市町村間で送信する際にも住基ネット回線を利用している。

（転入地市町村から転出市町村への転入通知、マイナンバーカードを用いた転入手続に係る転出証明書情報通知など）

住民基本台帳ネットワークシステム

CS
既存住基
システム

既存住基
システム

CS

事務の処理に関し、
求めがあったときに限り、
保存期間に係る
本人確認情報を提供

※本人確認情報
４情報(氏名・住所・生年月日・性別)、住民票コード、マイナンバー
及びこれらの変更情報

※ＣＳ（コミュニケーションサーバ）
各市町村の住基システムと住基ネットの橋渡しをするためのサーバ

専用回線
又は

磁気媒体

【CS保有情報】
市町村の住民の
本人確認情報

【都道府県サーバ保有情報】
都道府県の住民の

本人確認情報

【全国サーバ(J-LISのサーバ)
の保有情報】

全国の住民の本人確認情報

専用回線網

転出入に関係する
情報のやりとり

住民基本台帳
ネットワークシステム

A市

B区

C町

D村

転出入
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本人確認情報：氏名・生年月日・性別・住所、個人番号、住民票コード

① 国の行政機関等に対して本人確認
情報を提供 → 年間約14億件
（年金支給事務、税務事務など）

② 地方公共団体に対して本人確認
情報を提供 → 年間約5,170万件

（パスポートの発給、選挙事務など）

③ 行政手続における住民票の写しの省略
→ 全国で年間約700万件程度（パスポートの受給申請、免許等の申請など）

④ 年金受給権者・被保険者※の住所変更届、死亡届の提出を省略
→ 全国で年間約1,300万件程度（※平成30年3月より住基ネットの利用開始）

⑤ 年金受給権者の年金の現況届の提出を省略 → 全国で年間約4,000万人分程度

１ 国の行政機関等への本人確認情報の提供

転出地市町村 転入地市町村

：従来、郵送にて行われていた転入地市町村から転出地市町村への
「転入通知」年間約430万件（約520万人分）をオンライン化

郵送
転入通知 ×

専用回線

(例) 転入通知

住基ネットの活用により、市町村間の情報伝達が迅速となり、秘匿性・安全性も向上

住民基本台帳ネットワークシステムの役割

２ 住基法上の事務における市町村間の情報のオンライン化

住基ネット

市町村
都道府県

全国センター

情報提供

① ②

③

④

⑤

住民票の写し

年金受給権者の
住所変更届、死亡届

年金受給権者の
の現況届

行政機関

不
要
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１ 日時 令和３年12月８日（水）９時30分 ～ 11時30分頃

２ 対象者 各都道府県住基ネット担当者、各市町村住基ネット担当者

３ 訓練内容
【障害の想定】
都道府県サーバ集約センターにおいてウイルス疑義が発生したため、安全性が確
認できるまで、処理装置Xをネットワークから切断

【初報・第２報・終報】

地方公共団体情報システム機構⇔都道府県
①障害事象（※第２報は状況、終報は終了）の連絡、②受信確認メールの返信

都道府県⇔市町村
③障害事象（※第２報は状況、終報は終了）の連絡、④受信確認メールの返信

地方公共団体
情報システム機構

都道府県 市町村

②

① ③

④
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、森林法等に基づく事務について、
住民基本台帳ネットワークシステムの利用を可能に（住民基本台帳法）
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戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
【マイナンバー法等の一部改正法案】
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国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用について
【デジタル手続法】
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マイナンバーカード・公的個人認証の海外継続利用に関し
各システムに追加する主な機能


